
５０名（先着順）

＜九州北部税理士会認定研修（３時間）＞
＜日本ＦＰ協会継続教育単位認定（３単位）＞

民法（相続法）改正が相続税の実務に与える影響
～配偶者居住権等を中心として～

主催：九州ミロク会計人会
共催：九州ミロク会計人会福岡地区会 ㈱ ミロク情報サービス福岡支社

● 九州ミロク会計⼈会会員及び事務所職員 １名 ３,０００円（税込）
● ＭＪＳユーザー（ミロク会計⼈会未加⼊） １名 ７,５００円（税込）
● ⼀般税理⼠事務所所⻑及び職員 １名 ９,０００円（税込）

【ＭＪＳと⼝座⾃動振替を⾏っている場合】規定されている⽇に⼝座引き落としとなります。
【⼝座⾃動振替を⾏っていない場合】当⽇、受付へ現⾦でお⽀払い下さい。

令和２年７月９日（木）
１３:３０～１６:３０ 受付１３:００から

※３時間講座受講料です。テキスト代を含みます。

[1] ⺠法（相続法）の改正
１ 改正の経緯 ２ 配偶者居住権等の創設
３ 遺留分制度に関する⾒直し
４ 相続⼈以外の者の貢献を考慮するための⽅策（特別の寄与）
５ その他の改正
[2] 相続税の実務に与える影響
１ 配偶者居住権等に対する相続税の課税について
２ 配偶者居住権等に対する贈与税の課税について
３ 配偶者居住権等に対する譲渡所得税の課税について
４ 遺留分制度に関する⾒直し
５ 特別寄与料の取り扱い

※上記の項⽬は、開催までに若⼲変更する場合があります。

貴事務所名

ご住所

ＴＥＬ （ ） ＦＡＸ （ ）

九州ミロク会計⼈会福岡地区会事務局 TEL 092(481)3285 担当 松ケ迫・松下
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁⽬13番1号九勧承天寺通りビル2Ｆ ＭＪＳ内

①税理⼠登録番号（ ）
②（ ）⽀部 ③□FP受講証明書

①税理⼠登録番号（ ）
②（ ）⽀部 ③□FP受講証明書

①税理⼠登録番号（ ）
②（ ）⽀部 ③□FP受講証明書

※九州北部、南九州税理⼠会への認定研修受講報告のため、税理⼠の⽅は ①税理⼠登録番号 ②⽀部
名を必ずご記⼊ください。

※上記以外の税理⼠会の⽅は、ご⾃⾝で所属税理⼠会に受講報告をご提出ください。
※FP受講証明書希望の場合は、③にチェックを⼊れてください。

FP認定の受講証明書は、アンケートと引き換えで受付にて発⾏致します。 （アンケートには、⽒名・カナ⽒名
協会会員番号、資格区分、協会会員番号を必ずご記⼊お願いします。）

氏名 氏名 氏名

------ ご記⼊いただく情報について -----
ご記⼊いただくお客様の個⼈情報は、当イベントの受付にあたり名簿作成を⾏いお客様への対応をする上で必要なものです。お申し込みいただいた個⼈情報につきましては、今後の各種イベント、セミナーのご案内に利⽤させてい
ただくことがあります。ご案内が不要なお客様は、運営委託先にご連絡をいただければ電⼦メール、ＤＭなどの送信発送を中⽌いたします。運営委託先では、記⼊していただいた情報を運営委託先個⼈情報保護⽅針に則り適切
に管理し、お客様の承諾なく上記以外の第三者に開⽰・提供することはありません。運営委託先の個⼈情報の取扱いに関すること、お問合せ窓⼝については運営委託先ホームページで「情報セキュリティ及び個⼈情報保護に関
する⽅針」（https://www.mjs.co.jp/securitypolicy/ ）を公開しておりますので、こちらをご確認ください。

申込期限︓Ｒ2/6/29(⽉)

※ソーシャルディスタンス（社会的距離）確保のため定員が少なくなっています。
※先着順 定員になり次第締め切ります。
※受講票が1週間前迄に届かない場合はご連絡ください。

九勧承天寺通りビル２階 研修室
福岡市博多区博多駅前1-13-1 九勧承天寺通りビル２階

【研修会場が九勧承天寺通りビルＭＪＳ研修室に変更になりました】

本講座では、昭和55年以来約40年ぶりに⼤幅に⾒直しされた⺠法のうち、相続法の⼀部改正について解説を⾏うとともに、
その⺠法（相続法）の⼀部改正が、相続税の申告実務にも影響を与えることから、本講座では相続税の申告実務に影響を与
える項⽬について解説を⾏います。特に、配偶者居住権については、相続税・贈与税だけでなく譲渡所得税についても詳解します。

＜ご協⼒をお願いします＞
🔶参加者には以下の感染防⽌対策をお願いします。
・ソーシャルディスタンス（社会的距離）の確保
・⼿洗い ・消毒 ・マスクの着⽤

🔶定員は、ソーシャルディスタンス（社会的距離）を保つた
め通常より少なくなっています。
🔶当⽇朝の体調が優れない⽅、マスクを着⽤されない⽅、
２週間以内に海外から帰国された⽅は参加をご遠慮下さい。
🔶状況によっては研修会を中⽌させて頂く場合がございま
す。その場合は速やかにご連絡いたします。

税理⼠ 中島 孝⼀ ⽒（なかじま こういち）
ＭＪＳ税経システム研究所客員研究員

【略歴】現在 中島税理⼠事務所・所⻑
⽇本税務会計学会・相談役、東京税理⼠会・会員相談室運営委員

【著書】「令和２年度税制改正と実務の徹底対策」（⽇本法令・共著）、「相続税実
務の鉄則に従ってはいけないケースと留意点」（清⽂社・共著）、「事業承継税制の特
例」完全ガイド」（税務研究会・共著）、「改訂版 資産をめぐる複数税⽬の実務」
（新⽇本法規・共著）、「新税務調査⼿続の疑問と回答」（ぎょうせい・共著）
「租税基本判例80」（⽇本税務研究センター・共著）他



横断歩道がここしか
ありません


